
 
千葉市告示第１００２号 

 

千葉市環境影響評価等技術指針の一部改定について 

 

千葉市環境影響評価条例（平成１０年千葉市条例第３９号）第７条第２項

の規定により、千葉市環境影響評価等技術指針（平成１１年千葉市告示第２

４９号）の一部を改定したので、同条第４項の規定により告示します。 

令和５年１２月７日 

千葉市長 神 谷 俊 一 

 

 千葉市環境影響評価等技術指針を次のように改定する。 

    

 

 

  



 
改 定 前 改 定 後 

第１章 総論 （略） 
第２章 環境影響評価等の手順 
 （略） 
第１ 事業計画概要書作成に係る手順（事

前配慮） 
１ 概況調査の実施 （略） 
２ 事前配慮の実施 

   （略） 
（１）事前配慮の対象項目 

事前配慮の対象項目は、千葉市環
境基本計画の事業別環境配慮指針に
掲げる環境配慮事項の区分に定める
ところによる。 

第１章 総論 （略） 
第２章 環境影響評価等の手順 
 （略） 
第１ 事業計画概要書作成に係る手順（事

前配慮） 
１ 概況調査の実施 （略） 
２ 事前配慮の実施 

   （略） 
（１）事前配慮の対象項目 

事前配慮の対象項目は、表２に掲
げる環境配慮事項の区分に定めると
ころによる。 

（２）事前配慮の実施方法 
ア 対象事業計画を考慮し、概況調
査結果及び千葉市環境基本計画の
行政区別環境配慮指針の各区の課
題と配慮の方向から、当該事業に
おいて配慮すべき事項を抽出し、
今後の事業計画の検討及び環境影
響評価における展開の方向性を検
討する。 

イ 対象事業計画及び概況調査結果
を勘案し、千葉市環境基本計画の
事業別環境配慮指針に掲げる環境
配慮事項について検討し、以下の
事項に区分する。 

（ア）～（エ） （略） 
ウ～オ （略） 

３ 事業計画概要書の作成 （略） 
第２ 方法書作成に係る手順 
１ 環境影響評価項目の選定 
（１）環境影響要因の抽出 

 （略） 
（２）環境影響要素の抽出 

影響を受けることが予想される環
境要素（以下「環境影響要素」とい
う。）を抽出する。 
環境影響評価の対象とする要素を

抽出するに当たっては、千葉市環境
基本条例（平成６年千葉市条例第４
３号）の趣旨にのっとり、表２に掲
げるところを参考とする。 
なお、表２は、すべての事業に共

通するものとして策定したものであ
り、抽出に当たっては、当該事業の
特性、概況調査結果から見た地域の
特性を踏まえて環境影響要素の細区
分の追加、削除を行う。 

（３）・（４） （略） 
（５）項目選定結果の整理 

    （略） 
ア 影響評価項目及び重点化又は簡
略化した項目が一覧できるマトリ
クス表（表３参照） 

イ・ウ （略） 
２ 調査、予測及び評価手法の検討 

（２）事前配慮の実施方法 
ア 対象事業計画、概況調査結果及
び千葉市環境基本計画を踏まえ、
対象事業実施区域及びその周辺地
域における地域の課題と配慮の方
向を明らかにし、今後の事業計画
の検討及び環境影響評価における
展開の方向性を検討する。 

 
イ 対象事業計画及び概況調査結果
を勘案し、表２に掲げる環境配慮
事項について検討し、以下の事項
に区分する。 

 
（ア）～（エ） （略） 

 ウ～オ （略） 
３ 事業計画概要書の作成 （略） 

第２ 方法書作成に係る手順 
１ 環境影響評価項目の選定 
（１）環境影響要因の抽出 

 （略） 
（２）環境影響要素の抽出 

影響を受けることが予想される環
境要素（以下「環境影響要素」とい
う。）を抽出する。 
環境影響評価の対象とする要素を

抽出するに当たっては、千葉市環境
基本条例（平成６年千葉市条例第４
３号）の趣旨にのっとり、表３に掲
げるところを参考とする。 
なお、表３は、すべての事業に共

通するものとして策定したものであ
り、抽出に当たっては、当該事業の
特性、概況調査結果から見た地域の
特性を踏まえて環境影響要素の細区
分の追加、削除を行う。 

（３）・（４） （略） 
（５）項目選定結果の整理 

    （略） 
ア 影響評価項目及び重点化又は簡
略化した項目が一覧できるマトリ
クス表（表４参照） 

イ・ウ （略） 
２ 調査、予測及び評価手法の検討 



 
改 定 前 改 定 後 

選定した影響評価項目について、第
３の２ 調査の実施、３ 予測の実施
及び５ 評価の実施の内容及び表４及
び表５を参考として、調査、予測及び
評価手法を検討する。 
調査手法については、調査内容、調

査方法、調査地域及び地点を定めて調
査を行う場合はその地点、調査期間及
び頻度等について検討する。 
予測手法については、予測内容、予

測方法、予測地域及び地点を定めて予
測を行う場合はその地点、予測時期に
ついて検討する。 
なお、表４及び表５は全ての事業及

び全ての影響要因に共通するものとし
て策定したものであるため、手法の選
定に当たっては、事業の特性、概況調
査結果からみた地域の特性を踏まえ、
項目選定で行った重点化、簡略化の区
分に応じて適切に設定する。その場
合、表４及び表５に記載した手法と同
等又はそれ以上の信頼性を有する手法
であれば、その根拠を示した上でその
手法を用いることができる。 

３ 方法書等の作成 
 （略） 

第３ 準備書作成に係る手順 （略） 
第４ 評価書の作成に係る手順 （略） 

第３章 事後調査等の手順 （略） 
第４章 環境保全措置 （略） 
第５章 環境影響評価関連図書等の作成方法 

（略） 
第６章 補則 （略） 
 
図１ （略） 
表１ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選定した影響評価項目について、第
３の「２ 調査の実施」、「３ 予測
の実施」及び「５  評価の実施の内
容」並びに表５及び表６を参考とし
て、調査、予測及び評価手法を検討す
る。 
調査手法については、調査内容、調

査方法、調査地域及び地点を定めて調
査を行う場合はその地点、調査期間及
び頻度等について検討する。 
予測手法については、予測内容、予

測方法、予測地域及び地点を定めて予
測を行う場合はその地点、予測時期に
ついて検討する。 
なお、表５及び表６は全ての事業及

び全ての影響要因に共通するものとし
て策定したものであるため、手法の選
定に当たっては、事業の特性、概況調
査結果からみた地域の特性を踏まえ、
項目選定で行った重点化、簡略化の区
分に応じて適切に設定する。その場
合、表５及び表６に記載した手法と同
等又はそれ以上の信頼性を有する手法
であれば、その根拠を示した上でその
手法を用いることができる。 

３ 方法書等の作成 
 （略） 

第３ 準備書作成に係る手順 （略） 
第４ 評価書の作成に係る手順 （略） 

第３章 事後調査等の手順 （略） 
第４章 環境保全措置 （略） 
第５章 環境影響評価関連図書等の作成方法 

（略） 
第６章 補則 （略） 
 
図１ （略） 
表１ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
改 定 前 改 定 後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表２  環境影響評価の対象とする環境要素 

（略） 
表３ 環境影響要因と環境要素のマトリック

ス表 （略） 
表４ 項目別の調査の手法 （略） 
表５ 項目別の予測・評価の手法 （略） 
 
様式第１号 （略） 

表２ 対象事業別の環境配慮事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表３  環境影響評価の対象とする環境要素 

（略） 
表４ 環境影響要因と環境要素のマトリック

ス表 （略） 
表５ 項目別の調査の手法 （略） 
表６ 項目別の予測・評価の手法 （略） 
 
様式第１号 （略） 

附 則 

この技術指針は、令和５年１２月７日から施行する。 

表２　対象事業別の環境配慮事項

No. 環境配慮事項

①

道

路

の

新

設

又

は

改

築

②

鉄

道

又

は

軌

道

の

建

設

又

は

改

良

③

発

電

用

電

気

工

作

物

の

設

置

又

は

変

更

④

廃

棄

物

最

終

処

分

場

の

設

置

又

は

変

更

⑤

公

有

水

面

そ

の

他

の

水

面

の

埋

立

て

又

は

干

拓

⑥

土

地

区

画

整

理

事

業

⑦

新

住

宅

市

街

地

開

発

事

業

⑧

工

業

団

地

造

成

事

業

⑨

新

都

市

基

盤

整

備

事

業

⑩

流

通

業

務

団

地

造

成

事

業

⑪

宅

地

開

発

事

業

⑫

レ

ク

リ

エ
ー

シ
ョ

ン

施

設

用

地

造

成

事

業

⑬

工

場

の

新

設

又

は

増

設

⑭

終

末

処

理

場

の

新

設

又

は

増

設

⑮

し

尿

処

理

施

設

の

新

設

又

は

増

設

⑯

廃

棄

物

焼

却

等

施

設

の

新

設

又

は

増

設

⑰

砂

利

等

採

取

事

業

⑱

土

砂

等

の

埋

立

て

等

の

事

業

1
崖崩れ、洪水等自然災害のおそれのある地域や、貴重な植物
群落、野生動物の生息地、湧水地、傾斜緑地等での事業実
施は極力避ける。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 事業計画が周辺の土地利用と整合するよう配慮する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3
周辺の土地利用や地形を考慮して立地場所や構造等を選定
する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 事業実施区域から排出される大気汚染物質を抑制する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 施工時、粉じんの飛散防止に配慮する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6
供用時、自動車交通量の増加等による周辺に及ぼす影響を極
力抑制する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7
大気汚染を軽減するような構造及び交通流の円滑化に配慮す
る。

○ ○

8
悪臭・騒音・
振動

騒音・振動・悪臭被害を生じさせないよう適切な対策を講ずる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9
河川、海域、地下水等の水質に変化が生じないように対策を
講ずる。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 施工時、濁水の流出防止に努める。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11
雨水等の表面流出量に変化を生じさせないよう適切な排水処
理を行う。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 地下浸透量、地下水量に変化を生じさせないよう配慮する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13
雨水浸透システムの導入等により、地域の水循環が保全される
よう配慮する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14
埋立地からの浸出水等により海域の汚染が生じないよう配慮す
る。

○ ○ ○

15 地形・地質
切土や盛土等の地形改変を最小限にとどめ、土壌の流出、崖
崩れ、土砂崩壊等を生じさせないよう配慮する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 地盤沈下 地盤の沈下が起こらないよう配慮する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 土壌 汚染土壌について、適切な対策を講ずる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18
日照阻害・
電波障害

日照阻害や電波障害を生じさせないよう建築物の配置や高さを
配慮する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19
供用時、ゴルフ場等において使用する農薬の種類等に配慮す
る。

○

20
供用時、夜間の不要な照明を消灯したり、照明の向きや光量
に配慮する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21
化学物質の使用等によって周辺環境に影響を及ぼさないよう適
切な対策を講ずる。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 一定水準の緑地を確保する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 現存する樹林の伐採を極力抑制する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 植生や群落の減少を生じさせないよう配慮する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25
動物・水生生物の生息量や生息環境に変化を生じさせないよう
配慮する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 動物・水生生物の生息が可能な環境づくりに努める。 ○ ○ ○

27 周辺の景観との調和に配慮する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28
水辺へのアクセスに配慮した親水護岸等の整備に努める等、快
適な水辺環境の創出に配慮する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 デザインに配慮し、快適空間を創出するよう工夫する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○

30
利用者のいこいの場となるようなオープンスペースの確保に努め
る。

○ ○ ○ ○ ○ ○

31 デザインに配慮し、モニュメントや休憩施設の設置を検討する。 ○ ○

32 文化財の保存や調和に配慮する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

33
高潮等のおそれがある地域における埋立てには十分
な対策を講じる。

○ ○ ○

34 地域社会の分断とならないよう配慮する。 ○ ○

35 快適で地域特性のある住宅地の形成に努める。 ○ ○ ○ ○

36 居住環境として好ましくない地域への立地は避ける。 ○ ○ ○ ○

37 施設等の緑化に努める。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

38
事業実施に伴い生じる廃棄物等を最小限にとどめ、
また再利用・再資源化に努める。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39
供用時、廃棄物の回収・処理等が適正に行われるよ
う施設整備する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40
廃棄物の処理・処分に伴い、周辺環境の汚染を発生させない
よう配慮する。

○ ○ ○ ○ ○

41 中水道設備や雨水利用設備などの導入を検討する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 節水対策を検討する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43
施工時や供用時に消費するエネルギー量の抑制に努
める。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

44
再生可能エネルギーや未利用エネルギーの活用に努
める

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

生物の多様
性の確保と多
様な自然環
境の保全に係
る環境要素

植物

動物、水生生物

地域分断

その他

地球環境保
全への貢献
に係る環境
要素

廃棄物等

水利用

温室効果ガス等

快適な生活
環境の保全に
係る環境要
素

景観

ふれあい活動の場

文化財

安全

環境配慮事項の区分

全般

環境の自然
的構成要素
の良好な状態
の保持に係る
環境要素

大気環境
大気質

水環境

水質

水象

地質環境

その他の環
境

その他


